
 

 

債務救済措置に関する書簡の交換 
 

２０２２年６月３日 

６月３日、平田健治大使は、リカルド・カブリサス副首相と、我が国政府が保険（※）を引

き受けたキューバ政府の商業上の債務（非 ODA）を繰延べするための書簡の交換を行い

ました。 

２０１６年９月に署名された債務救済措置により、キューバは延滞債務（元本及び当初

約定金利）約６１５億円のうち約３６２億円を２０１６年から２０３３年の１８年間で株式会社

日本貿易保険（NEXI）に支払うことになりました。今回の書簡の交換は、キューバの経済的

苦境を踏まえ、昨年６月の対キューバ主要債権国会合での結論に基づき、２０１９年から２

０２４年に期限の到来する一部債務約７３億円の繰延べを定めるものです。  

（※）我が国政府が保険を引き受けたキューバ政府の商業上の債務は、２００１年４月当

時の独立行政法人（現、株式会社）日本貿易保険（NEXI）設立時に、NEXI が代位取得して

います。 
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